
平成 28年度 草の根・人間の安全保障無償資金協力 

「アラガツン州小児リハビリ・ケアサービス向上計画」供与式の実施 

 

 

平成 30 年 3 月 28 日(水)、草の根・人間の安全保障無償資金協力の枠組みによる「アラガツン州小児リハビリ・ケアサービス向上計画」

の完了に伴う供与式典が、アラガツン州コシュ村のアルメナク・アンナ・タテヴォシャン医療センターにおいて開催されました。本式典に

は、田口在アルメニア大使やコロヤン医療センター長等が出席しました。 

 

本計画は、同医療センターにおける貧困層を含む小児に対するリハビリ治療活動をより効果的に行うため、小児用のリハビリ設備・機材

を供与することで、リハビリ治療を受けている年間約 200 名の障害児がより良いリハビリの効果を得られ、自立的な生活が送れるよう支援

することを目的としたものです。平成 29 年 3 月 23 日(木)に当館とアルメナク・アンナ・タテヴォシャン医療センター間で贈与契約が締結

され、日本政府より 38,641米ドルが供与されました。(署名式のプレスリリースはこちらをご参照下さい。) 

 

案件名： アラガツン州小児リハビリ・ケアサービス向上計画 (於アラガツン州コシュ村) 

被供与団体： アルメナク・アンナ・タテヴォシャン医療センター (Armenak and Anna Tatevossian’s Medical Center) 

贈与金額： 38,641米ドル (4,636,920円) 

贈与契約締結日： 2017年 3月 23日(木) 

 

 

   
医療センターの外観 コロヤン医療センター長による 集合写真 

 供与機材の説明 

http://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000115.html

